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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第２３号 

 

三田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

健やか育成課 

 

【改正趣旨】 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い、所要の規定の整備を行う必要が生じたため、当該条例の

一部を改正しようとするもの。 

 

【関係法令】 

・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令（令和４年１１月３０日厚生労働省令第１５９号） 

・学校、児童福祉施設等におけるバス送迎の安全管理の徹底に係る

関係府省令等の一部改正（令和４年１２月２８日文部科学省令第

４１号） 

・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６

年厚生労働省令第６３号） 

 

【改正内容】 

① 安全計画の策定等の義務化の規定の追加【第６条の２】 

② 自動車を運行する場合の所在の確認の義務化の規定の追加【第

６条の３】 

③ 業務継続計画の策定等の努力義務化の規定の追加【第１２条の

２】 

④ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置の明確化

の規定の追加【第１３条第２項】 

 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

 

 
 


